
豊中市 安心して暮らせる街へ

認知症高齢者・障害者等 
行方不明捜索システム

オレンジセーフティネットとは？
認知症高齢者・障害者の徘徊を地域の住民が見守るスマートフォンアプリです。地域が
一体となってリアルタイムに捜索状況などの情報共有を行うことで、行方不明者の
早期発見・保護に役立ちます。

１ ２ ３

行方不明者の
画像共有

リアルタイムで
情報共有

個人情報保護

捜索協力者は、行方不明者
の画像や本人を特定可能な
情報を閲覧できるので、似
た人を見かけた場合、本人
かどうかを確認できます。

捜索協力者が似た人を見つ
けた場合、発見した場所の
地図や行方不明者の写真な
どを投稿し共有できます。そ
れらの情報を元に、依頼者
は行方不明者本人かを早期
に確認することが可能です。

個人情報保護の観点から、
家族などからの捜索依頼
は、捜索協力者が「捜索に協
力します」とアプリで同意した
際に初めて閲覧できるよう
になっています。捜索終了後
は閲覧を自動で制限します。



【１】サービスの流れ

【２】登録について

①事前登録
認知症・障害等による行方不明が心配される「捜索依頼者（ご家族・施設
職員など）」、捜索に協力する意思のある「捜索協力者」は、事前に豊中市へ
登録申込をおこないます。

②捜索依頼 高齢者・障害者等が行方不明になった場合、捜索依頼者はアプリに高齢
者の当日の服装や見失った場所などを入力し、捜索依頼をおこないます。

③情報提供 捜索依頼者はアプリで「承諾」を選択すると、行方不明者の情報を閲覧
できます。

④捜索開始 捜索協力者は行方不明者に似た人を見かけたら、アプリに顔や体型が
分かる写真や発見場所の地図などの詳細な情報を投稿します。

⑤発　　見 捜索依頼者は捜索協力者が投稿した情報を閲覧し、行方不明者本人で
あることを確認したら、保護します。

捜索協力者 事前登録の方法
＜対象者＞

オレンジセーフティネットを利用して捜索に協力して

くれる人

＜登録方法＞

（1）地域共生課へ事前申込書を提出(窓口もしくは電子申込)
（2）IDとパスワードを協力者へ付与

（3）アプリをダウンロードして登録

捜索依頼者
＜対象者＞

市内在住で、認知症や障害等による行方不明が心配

される人

＜登録方法＞

（1）地域共生課へ事前申込書を提出(窓口もしくは電子申込)
（2）IDとパスワードを対象者の家族等へ付与

（3）アプリをダウンロードして登録

下記ホームページから電子申請するか、ダウ

ンロードできる申込書を記入し、申し込みして

ください。

https://www.city.toyonaka.
osaka.jp/kenko/chiiki/chiiki
fukushi/sosmail.html

ご登録の際は以下の内容をご確認ください。

(1)事業者または個人が管理するスマートフォ

ン及びタブレット等を1台以上保有

(2)アカウントに登録できるアドレスが必要

(3)専用アプリをダウンロードするため、

AppleID又はGoogleIDが必要

登録の際の注意点

お問い

合わせ

豊中市役所福祉部地域共生課

豊中市役所福祉部長寿安心課

豊中市役所福祉部障害福祉課

☎ 06-6858-2219
☎ 06-6858-2235
☎ 06-6858-3354

アプリのダウンロードは
で手に入れよう で検索 オレンジセーフティネット

ご登録おねがいします


